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報道関係者 各位                       
京都橘大学広報課     

京都橘大学（京都市山科区、学長：日比野英子）では、令和 6 年能登半島地震により被害を受

けた学生が経済的な困難を理由に進学を諦めないよう、入学後 2 年間に及ぶ長期の給付奨学金

を支給します。被災学生が学びを諦めずに安心して学生生活を過ごせる環境を築いて参ります。 

 被災者の避難生活が長引く中、仮設住居への入居が始まるなど支援の輪が広がっています。本

学は学びの機会提供を経済面から支援することで、被災を理由に学びを断念することがないように

学修意欲のある学生を長期的にサポートしていきたいと考えています。 

長期給付奨学金の創設に向けては、教職員や卒業生などからの寄付金を基にして、対象学生

全員が滞りなく申請・受給できるようにして参ります。 

 本学が展開する独自の給付奨学金との併給も可能であり、本学の受験時には入学検定料を免

除する対応を実施中です。受験時から入学後までトータルで支援する仕組みを整えています。 

 

記 

▼奨学金名称 

京都橘大学緊急災害支援給付奨学金  

▼支給対象者 

自然災害等により被災した京都橘大学の入学予定者であり、日本学生支援機構寄付金事業

「JASSO 災害支援金」の受給資格に準じる者    

※2024 年 4 月 1 日時点で京都橘大学の学生であることが要件です。 

▼支給額・支給期間 

支給額：月 5 万円（返還不要） 

支給期間：2 年間（2024 年 4 月～2026 年 3 月） 

▼申請方法 

以下の窓口までお問合わせください。 

スチューデントセンター（京都橘大学学生支援課） 

TEL：075-574-4114  MAIL：studentc@tachibana-u.ac.jp 

以上 

 

●お問い合わせ先 

 （報道機関の方）  TEL：075-574-4112 京都橘大学広報課（担当：村上） 

 （入学予定者の方）TEL：075-574-4114 スチューデントセンター（京都橘大学学生支援課） 

令和 6 年能登半島地震の被災者向け奨学金を創設 

入学生に 2 年間の長期給付奨学金を支給して学業の継続を支援 

プレスリリース 


